
問 題 社員対 策

５月２９日に第４回セミナーを行いました。
介護事故を中心テーマとして掲げ、介護事業者が問われるリスク、リスク回避のための手段、介護事業を経営するに当たっての色々な悩み事

等について、双方向的にお話をさせて頂きました。
参加企業様同士でお話をされる場面も多く、問題点や改善方法を共有するという点で非常に有意義な会であったと思います。お越しくださっ

た方々にこの場を借りて御礼申し上げます。
今後もセミナーは毎月開催致します。詳しくは本紙の「セミナー開催のお知らせ」をご覧ください。

介護施設における事故対応（講師弁護士 黒﨑）

コラム いま注目の企業紹介

セミナー・講演実績

弁護士
茂木 佑介

今年も折り返し地点となりました。
上半期最後の弁護士コラムは、ずばり「問題社員対
策」です。
経営者の方々が日々直面する「問題社員」についてど

のように対応すべきなのか、逆にどのように対応すると問
題になるのかについてご説明させて頂きます。
仕事の出来ない社員、セクハラやパワハラを繰り返す
社員、業務命令に従わない社員など、「問題社員」にも
様々なパターンがあります。
問題行動を指摘し、すぐに是正されるようであれば、こ

んなに楽なことはありません。繰り返し注意し、是正を求
めたにもかかわらず、全く改善が見られないというケース
も非常に多いのが実情です。
毎月の給料に、各種手当や社会保険の支払等、人件
費というのは馬鹿になるものではありません。
「改善する見込みの無い問題社員は即刻クビにした
い。」、「問題社員を１名雇うぐらいなら、能力の高い社員
の給料を上げてあげたい。」というのが、経営者の皆様に
共通するお気持ちではないでしょうか。
では、問題社員を直ちにクビにすることは出来るので

しょうか。
答えは「ＮＯ」です。
解雇について、労働契約法１６条は「解雇は、客観的に
合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められ
ない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とす
る。」と定めています（いわゆる解雇権濫用法理です）。

解雇が無効となった場合、使用者は、従業員に対し
て、未払賃金を支払うべき義務を負います。この義務は、
解雇によって従業員が勤務をしていなかった期間の分
についても当然に負うことになります。
問題社員を解雇できない上に、多額の未払賃金も支
払うことになる。「泣きっ面に蜂」とはこのことです。
では、どのように対応すれば解雇が有効と判断される
のでしょうか。
まず、就業規則において、解雇に関する条項を定める
ことが必須となります。
その上で、注意や懲戒等によって改善の機会を与えて
いたことが重要になります。その際、口頭の注意や懲戒等
では、後にその有無について争いになりかねません。
「警告書」等の書面によって、改善の機会を与えていた
ことを証拠として残すとともに、従業員本人に対しても、
「反省文」や「顛末書」等を作成させ、どのような問題行
為があったのかについて書面での反省を促し、証拠とし
て残しておくことが不可欠です。
以上のようにしっかりと手続を履践し、その際、証拠も

しっかりと残しておけば、後は自信をもって解雇すること
が出来ます。
７月開催のセミナーでは、解雇のケースのみならず、
様々な問題社員のケースについて準備しております。各
ケースについて、皆様だったらどのように対応するのか、
その対応が果たして正解なのかについて、私も含む参加
者全員で闊達な議論をしたいと考えております。

代表取締役社長
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有限会社フレッシュミネサキ

地域によって差はありますが、深夜はお客様が来店さ
れない時間帯もあります。「いつも開いている店でなけれ
ばならない」と２４時間に拘りを持っていた社長が一年
前に急逝した時に、残された現経営陣で考えましたが、
やはり大隅の地域に根ざしていこうと判断した結果の24
時間営業です。

先代は創業のカリスマ性もあり、ここまでの基盤を築き
ました。現在は経営陣の新しい合議制が機能していま
す。従業員の勤務割りなども簡単ではないので、店長の
抱える悩み、不安や経験不足を全体でカバーすることで
安定感を確保しています。また、私たちの特色は、商品の
素材へのこだわりが強いことです。自社ブランドはお鮨、
お豆腐、ドレッシング、焼き肉のたれなどがあり、ドレッシ
ングは薩摩半島からの注文もいただくので嬉しい限りで
す。自社ブランドを使用した、食べ放題・飲み放題の「焼
き肉こだわり館」も好評です。

銀行筋からの紹介でした。複雑な土地問題や相続の
こともありました。たまたま先代の時代にある相談をした
弁護士の時は問題解決どころか逆に不安が大きくなる
対応だったので、今回は本当に大丈夫だろうかと弁護
士アレルギーさえありました。それがグレイスによって全く

なくなりました。大袈裟かもしれませんが将来の不安も無
くなりました。聞きたい時にいつでも聞けるというのは、店
長が突き当たるトラブルにもしっかり対応できるというこ
となのです。

初めてお訪ねした時の印象は新鮮でした。皆さんが
立たれて迎えて下さり、そして見送って下さるのにびっく
りしました。接客業の私たちでもあれだけのことはできて
いないと思ったのです。なかなか手を止めてというところ
まではできないものです。お客様を大切にする姿勢の問
題ですね。それに清潔感です。明るくてくつろげるよう気
を配っていると思います。
＊所員一同のお見送りはお客様のご負担を考慮し、現在のところ控えています。

契約してそう長くはありませんが、これからも気さくに
相談をしていただけるグレイスであって欲しいです。顧問
としてのお考えをニュースレターという形で発信して下
さったり、興味深いセミナーのご案内もいただけます。遠
いので日程確保が難しい事もありますが（笑）。店長クラ
スでも時間を作って参加をさせたいと思います。

鹿屋市を中心に７店舗のスーパーマーケットを２４時
間営業で展開されています。ご苦労も多いのではあ
りませんか。

Ｑ 急いではいけない、足下を固めてとのお言葉を遺さ
れたのですね。フレッシュミネサキの特色でしょうか。

A

Ｑ 有り難いお褒めのお言葉です。お越しいただく事務所
はスタッフも多くなりましたが、印象はどうでしょうか。

A

Ｑ グレイスへのこれからの期待とメッセージをいただけ
ますでしょうか。

顧問先様ですから、ご要望に応じてこちらから出向く
出張セミナーもさせていただきます。本日はお話をあり
がとうございました。

A

Ｑ 新社長として最初のお仕事の一つが顧問弁護士選定
だったとうかがいました。どのような選択だったのでしょう。
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